
様式第二号の八（第八条の四の五関係）

年 6 月 6 日

宛

　提出者

住　所

氏　名

電話番号

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

（日本産業規格　Ａ列４番）

2024

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

④ 産 業 廃 棄 物 の
一連の処理の工程

・汚泥　中間処理→焼却、もしくは堆肥化→埋立もしくは再資源化
・廃プラスチック　固形化→再資源化
・動植物性残さ　焼却→埋立もしくは再資源化
・ガラスくず　破砕→埋立
・木くず　破砕→再資源化

（第１面）

③ 従 業 員 数 　２８８名 (６月１日現在)

産業廃棄物処理計画書

京都市伏見区下鳥羽葭田町１０１番地

宝酒造株式会社伏見工場
　　　　　工場長　大槻達也

０７５－６２３－２２２２

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処
理に関する計画を作成したので、提出します。

　宝酒造株式会社 伏見工場

　京都市伏見区下鳥羽葭田町１０１番地

　２０２４年(令和６年)４月１日～２０２５年(令和７年)３月３１日

① 事 業 の 種 類 　10 飲料･タバコ・飼料製造業 - 1023 清酒製造業

② 事 業 の 規 模 　100,000Klの詰口数量（約600ｱｲﾃﾑ）

京 都 市 長

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（２０２３　年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

（第２面）

　　総責任者：環境管理責任者
　　廃棄物統括管理責任者：産業廃棄物処理責任者
　　廃棄物管理責任者：各部署ごとに配置
　　保管管理責任者：廃棄物の種類ごとに配置
　　処理管理責任者：廃棄物の種類ごとに配置
　　マニュフェスト管理責任者：電子マニュフェスト操作担当者

①現状

産業廃棄物の種類 _

排 出 量 _

　・分別を徹底し、有価物として引き取ってもらう
　・工程見直しによる廃棄物の減量化
　・営業施策で返品、廃棄ロスを減少させる
　・排水余剰汚泥の減容化

②計画

産業廃棄物の種類 _

排 出 量 _

　・継続して排水余剰汚泥の減容化
　・分別の徹底、廃棄物ではなく有価物として引き取ってもらう

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・汚泥（排水処理場とコンテナ）・廃プラスチック（ホッパーに保管）
・ガラスくず、木くず、動植物性残渣（ドラム缶に保管）

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

・従業員の廃棄物分別の啓蒙活動
・飲料ベンダーによる分別啓蒙活動と飲用後の空き缶の回収

別紙集計用シートのとおり

別紙集計用シートのとおり



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（２０２３　年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（２０２３　年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

（第３面）

①現状

産業廃棄物の種類 _

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

①現状

産業廃棄物の種類 _

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量した
産 業 廃 棄 物 の 量

　・排水汚泥排出時、脱水効率を上げて減量化に取り組む

②計画

産業廃棄物の種類 _

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

産業廃棄物の種類 _

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量

　・引き続き脱水効率向上による減量

別紙集計用シートのとおり

別紙集計用シートのとおり

別紙集計用シートのとおり

別紙集計用シートのとおり

当事業場では実施していません。



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（２０２３年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（２０２３年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

　・委託基準に従って，産業廃棄物を委託できる業者を選定し，
　　書面による契約を実施している。
　・再資源化率の高い事業者を選定している。

①現状

産業廃棄物の種類 _

全 処 理 委 託 量 _

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

（第４面）

①現状

産業廃棄物の種類 _

別紙集計用シートのとおり

別紙集計用シートのとおり

別紙集計用シートのとおり

当事業場では実施していません。



【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

（第５面）

②計画

産業廃棄物の種類 _

全 処 理 委 託 量 _

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

※事務処理欄

・可能な限り優良認定事業場から選定する。
・委託処理業者の定期的な現地確認、会社訪問

別紙集計用シートのとおり



（第６面）
備考
　１　前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。
　
　２　当該年度の６月30日までに提出すること。
　
　３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
     と。

　　(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
　　(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請
　　　完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ
　　　事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
　　(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま
　　　での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。
　
　４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中
　　間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間
　　処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。
　
　５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量
　　を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
　　令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収
　　施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ
　　る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ
　　の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。
　
　６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと
　　おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の
　　種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入
　　すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
　　は、「―」を記入すること。

　７　※欄は記入しないこと。



産　　 　　業　　　　廃　　　　棄　　　　物　　　　処　　　　理　　　　計　　　　画　　　　書　　　　の　　　　〔　集　　計　　用　　シ　　ー　　ト　〕

（ ⑩＝ ①-②-③-④＋⑥-⑧-⑨ ＝⑫＋⑬＋⑭＋⑮＋⑯ ）

　　　　　　委　託　先　に　よ　る　区　分

前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標 前年度実績 今年度目標

0 0 0 0 0 0 0 0

5,166.95 5,063.61 5,121.73 5,019.3 768.26 752.89 4,353.47 4,266.401 813.482 797.212 813.482 797.212 813.482 797.212 0 0 0 0

0.26 0.25 0 0 0.26 0.25 0.08 0.078 0.18 0.176 0.26 0.25 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

63.1 61.838 0 0 63.1 61.838 63.1 61.838 63.1 61.838 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1.719 1.685 0 0 1.719 1.685 1.719 1.685 1.719 1.685 0 0 0 0

3.54 3.469 0 0 3.54 3.469 0.19 0.186 3.35 3.283 3.35 3.283 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0.37 0.363 0 0 0.37 0.363 0.37 0.363 0.37 0.363 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2.23 2.185 0 0 2.23 2.185 2.23 2.185 2.23 2.185 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

24.801 24.305 0 0 24.801 24.305 24.801 24.305 24.801 24.305 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0.003 0.003 0 0 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

5,262.975 5,157.716 0 0 0 0 5,121.73 5,019.295 0 0 768.26 752.895 4,353.47 4,266.401 0 0 0 0 909.505 891.315 905.412 887.304 0 0 0 0 0.193 0.189 3.9 3.822 909.315 891.129 0 0 0 0

　　（注１）トン未満は原則として四捨五入。ただし，数字が有効であれば小数点以下３桁まで記載は可。

産業廃棄物の種類 ①　排出量(t) ②　自ら直接再生利用した量(t) ③　自己直接埋立処分又は
海洋投入処分した量(t)

④　自ら中間処理した量(t) ⑤　④のうち熱回収を行った量(t) ⑥　自ら中間処理した後の残さ量(t) ②＋⑧自ら再生利用を行った量(t) ③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量(t)⑪　優良認定処理業者

への処理委託量(t)⑫再生利用業者への
　処理委託量(t)

⑬熱回収認定業者
　への処理委託量(t)

⑭熱回収認定業者以外の
　熱回収業者への処理委託量(t)

⑩の量のうち，認定熱回収施設
設置者である処理業者への焼却

処理委託量

⑩の量のうち，認定熱回収施設
設置者以外の熱回収を行っている

処理業者への焼却処理委託量

⑮その他の中間処理
　　委託量(t)

⑯埋立処分委託量(t)

法で定められている種類（シュ
レッダーダストなど，一体不可分
のものについては，空欄行に記

載してください。）

当該事業場において生じた
産業廃棄物の種類ごとの量

①の量のうち，中間処理をせず
直接自ら再生利用した量

①の量のうち，中間処理をせず自ら
埋立処分又は海洋投入処分した量

①の量のうち，自ら中間処理した
産業廃棄物の当該中間処理前の量

④の量のうち熱回収を行った量 自ら中間処理を行った後の量 ④の量から⑥の量を差し引いた量

⑦　自ら中間処理により減量した量(t) ⑧　自ら中間処理した後
再生利用した量(t)

⑨　自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量(t)

⑩直接及び自ら自己処理
した後の処理委託量(t)

⑥の量のうち，自ら利用し，
又は他人に売却した量

⑥の量のうち，自ら埋立処分
及び海洋投入処分した量

中間処理及び最終処分を委託した
量

⑩の量のうち，処理業者への
再生利用委託量（⑬，⑭除く）

⑩の量のうち，委託して破砕等の
中間処理した量（⑫～⑭を除く）

⑩の量のうち，直接委託して
埋立て最終処分した量

⑩の量のうち，優良認定処理業者
への委託処理量

②の量と⑧の量を合計したもの
（自動計算）

③の量と③の量を合計したもの
（自動計算）

ばいじん

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

ゴムくず

金属くず

ガラスくず，コンクリートく
ず及び陶磁器くず

鉱さい

がれき類

合計

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残渣

動物系固形不要物

石綿含有産業廃棄物

廃石膏ボード

混合廃棄物（安定型）

混合廃棄物（管理型）

感染性廃棄物(注射針)

・下表にない種類の産業廃棄物については，「産業廃棄物の種類」欄に，品目名を記載してください。
・行が不足すれば，適宜追加してください。


